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研究成果の概要（和文）：特定個人の識別情報（PII）該当性は、情報プライバシー規制で最も中心概念の1つである。
個人データ保護法の範囲はPIIに該当するかどうかによって決定される。さらに情報科学は多くの状況では、非PIIであ
っても特定個人を識別し得ることがあることを示す。
PIIは特定個人の識別情報と特定個人の識別可能情報に区分できるが、その区分の有用性を再検討し、新たにPIIを再構
成していかなければならない。この理論を検討する一つの素材としてＩＤに着目し、PIIの従前の考え方が新たな問題
にどう対応できるか、立法的検討を行い提案した。

研究成果の概要（英文）：Personally identifiable information (PII) is one of the most central concepts in i
nformation privacy regulation. The scope of personal data protection laws  typically turns on whether PII 
is involved. Moreover, computer science has shown that in many circumstances non-PII can be linked to indi
viduals, and that de-identified data can be re-identified. PII and non-PII are thus not immutable categori
es, and there is a risk that information deemed non-PII at one time can be transformed into PII at a later
 juncture. 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) ケータイ ID など民間個人番号を使った
マーケティング手法が社会的問題となり、当
該番号がそもそも個人情報に該当するか、ま
たこうした個人番号がなぜ法的に保護され
なければならないかということが日本でも
問われるようになってきた。 
 
(2) 共通番号制度（マイナンバーや医療等
ID）など公的個人番号の導入も具体的に政府
の政策課題となり、住民基本台帳ネットワー
ク同様に、国民のプライバシーへの脅威が問
題になった。 
                        
２．研究の目的 
(1) 個人番号（識別子）は、個人情報に該当
するか、個人番号（識別子）を法的に保護の
対象とする理由は何か、法規制すべき個人番
号（識別子）の法的性質は何かについて明ら
かにすること。 
 
(2) 公的番号であるマイナンバーの規制の
あり方について研究すること。 
 
(3) 個人情報保護法改正案について提言す
ること。 
 
３．研究の方法 
(1) ID 研究会を開催し事案の分析、論点の
検討等を行った。 
 
(2) 各種企業のビジネスモデル、匿名化に関
する技術問題、法律問題についてそれぞれの
研究者からヒアリングした。 
 
(3) 内閣官房の番号法案担当官、個人情報保
護法改正案の担当官等と意見交換を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 論文にまとめ法律雑誌等で公表したほ
か、書籍（の１章）にして発刊した。 
(2) 法学会のみならず、医療系の学会、情報
処理系の学会などを通じて報告したほか、各
種セミナー等で数多く講演した。 
(3) ニコニコ生放送に「情報法チャンネル」
を設置し、対談などをカフェ方式で聴講者を
募り、オンライン配信した（約 2000 人の視
聴者数）。また対談の内容は、テープ起こし
をして、ブログにおいて連載した。 
(4) 番号法案について内閣官房や国会議員
に非公式に提言したほか、個人情報保護法改
正案については政府の IT 総合戦略本部パー
ソナルデータに関する検討会委員として、見
直し方針案に至る意見表明をしたほか、大綱
作成に向けて私案を提言した。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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